
 
 

 

一 

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
一
条
第
二
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
七 

公
共
事
業
委
員
会 

第
四
十
一
条
第
三
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四 

公
共
事
業
委
員
会 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
第
百
四
十
一
回
国
会
の
召
集
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

三 

理 

由 
公
共
事
業
が
国
民
の
社
会
経
済
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
社
会
資
本
形
成
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
費
用
が

国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
そ
の
他
の
貴
重
な
財
源
で
賄
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
公
共
事
業
の
長
期
計
画
に

つ
い
て
、
国
会
に
お
い
て
一
括
し
て
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
議
院
に
常
任
委
員
会
と
し
て
公
共
事
業

委
員
会
を
増
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


